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（厚労省・平成26年の送検事件の状況）司法処
分件数は２年連続で減少し1036件／（26年度・
労災保険給付等の状況）支払総額は約7513億
円、新規受給者数は約62万人に／（厚労省・
26年の業務上疾病発生状況）４年ぶりに増え
7415件、うち災害性腰痛が4583件／ほか

●NEWS ────────────── 1

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

労務相談室
〔定年後同一職務で働く継続雇用制度〕職務の変更認めたくないが ── 48
〔会社の状況が変わりパートの残業必要に〕残業拒否されるが ──── 50
〔賃上げの団交は常に人事課長が対応〕不誠実交渉と指摘されたが ── 52
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弁護士・新弘江
弁護士・岡村光男
弁護士・小川和晃
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●労務資料　情報通信機器を利用した多様な
働き方の実態に関する調査結果 ─ 41●連載 
労働スクランブル○225（労働評論家・飯田康夫） 
─ 46●わたしの監督雑感　栃木・真岡労働
基準監督署長　高橋拓 ─ 54●今月の資料室 
─ 56
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────────── 21●労働局ジャーナル

〔石川労働局〕

労使代表者の参加による建設工事
現場の合同安全パトロールを実施

人事異動の法律ルールと実務Ｑ＆Ａ── ６新実務シリーズ

事業主は、労働者の「配置」について、労働者の性別を理由として、男女いずれかに差別的取扱いをしてはならない。
ここでいう「配置」には「業務の配分や権限の付与」も含まれる。例えば、男性従業員に限定することなく営業部への
配置を行っていても、男性営業部員には新規の顧客開拓や商品の提案をする権限が与えられているのに対し、女性営業
部員にはこれらの権限がなく、既存顧客への対応や商品の販売をする権限しか与えられていないなど、付与する権限を
男女で異なるものとしている場合は、配置についての性別を理由とした差別的取扱いに該当し、均等法違反となる。

第７回・企業内人事異動⑤　～男女差別の禁止～

男女差別なく同じ職務に配置しても
付与する権限が男女で異なれば違法

（労務コンサルタント・布施直春）

─── 22●裁判例から学ぶ予防法務〈第11回〉

処分事由に適切な証拠揃えていれば
慰謝料まで発生するものではない

東京都（Ｍ局職員）事件

約３年間で72回の遅参等理由の停職処分の有効性
（東京高裁　平成26年２月12日判決）

（弁護士・井澤慎次）

── 36●トピック／“労働基準局長と大学生の
　　　　　　座談会”が開催

学業とアルバイトの両立重視するも
“希望する日に休めない”などの悩みが

（編集部）

───── 38●知っておくべき職場のルール

501人以上企業は来年10月からの
社会保険の適用拡大にも注意

＜第47回＞「兼業と雇用・社会保険」

（編集部）
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平成27年12月から施行のストレスチェック制度。「大企業ならできそうだけ
ど」、「産業医の先生は月１契約なんだけど」といった企業の皆さんが、実際に
実施するためのポイントをわかりやすく解説した参考書。厚生労働省が５月に公
表した「ストレスチェック制度の実施マニュアル」の副読本に！ストレスチェッ
ク票や計画書、実施報告書などの様式集も収録。

はじめに

［第１章］ストレスチェック制度のポイ
ント

［第２章］ 図でわかるストレスチェック
制度

1．一般的な流れ
2．企業タイプ別対応
3．外部委託機関の選定
4．スケジュール
［第３章］ストレスチェック制度の内容
1．実施前
①事業者による方針の表明
②衛生委員会での調査審議・確認
③労働者に対する不利益取扱いの防止
2．実施方法
①全体
②選任
　１）実施者
　２）実施事務従事者
③役割
　１）実施者
　２）事務従事者
　３）事業者
④外部機関への委託に関する留意事項
3．調査票と結果の評価（ステップ１）
①基本事項
　１） ストレスチェックの定義
　２） 結果の評価方法
②57項目版（職業性ストレス簡易調査票）
　１）調査票
　２）結果の評価方法
③23項目版（職業性ストレス簡易調査票
の簡略版）
　１）調査票
　２）結果の評価方法

4．実施後（ステップ２）
①労働者本人への結果の通知
②事業者に提供する際の労働者の同意の
取得方法
③実施者から事業者への結果提供方法
④結果の保存
⑤行政への報告
5． 医師による面接指導（ステップ３）
①実施者等による事後対応
②面接指導時の医師の確認事項
③事業場側の対応
6．その他
①通常の産業保健活動としての相談窓
口・体制の整備（ステップ４）
②派遣労働者に関する留意事項
③集団分析と職場環境の改善
［第４章］個別相談窓口のご紹介
1．企業側担当者の相談窓口
2．高ストレス等従業員への紹介相談窓
口（ステップ５）
［第５章］ ストレスチェック制度ができ

るまでの経緯
［第６章］ ストレスチェック制度活用好

事例
1．事例①：常勤保健師による事例
2．事例②：一般定期健康診断と合わせ

て実施した事例
3．事例③：総務部門担当者を中心とし

た事例
4．事例④：健診機関に委託した事例
［第７章］ あとがきに代えて

［巻末資料］
●法令・規則（抄）
●マニュアルに記載されている文書例な
ど収録

石見忠士 著
体裁：A5判／136頁
定価：本体800円＋税

★お近くの書店、または下記フリーFAX、労働調査会ホームページよりお申し込みください

平成27年12月施行のストレスチェック制度の準備のために！

日本で一番やさしい

職場のストレスチェック制度職場のストレスチェック制度
の参考書


